
○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準  

(平成十二年二月十日)  

(厚生省告示第十九号) 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

一 指定居宅サービスに要する費用の額は、別表指定居宅サービス介護給付費単位数表に

より算定するものとする。 

二 指定居宅サービスに要する費用(別表中短期入所療養介護に係る緊急時施設療養費(特

定治療に係るものに限る。)及び特別療養費並びに特定診療費として算定される費用を

除く。)の額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じ

て算定するものとする。 

三 前二号の規定により指定居宅サービスに要する費用の額を算定した場合において、そ

の額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 

(平一二厚告四八九・平二〇厚労告二六二・一部改正) 

 

別表 

(平 27厚労告 74・全改、平 27厚労告 103・平 28厚労告 139・平 29厚労告 60・平 30厚労

告 78・平 30厚労告 180・平 31厚労告 101・令 3厚労告 73・令 4厚労告 128・一部改正) 

指定居宅サービス介護給付費単位数表 

2 訪問入浴介護費 

イ 訪問入浴介護費 1,260単位 

注 

1 利用者に対して、指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス基準第 45条第 1項に規

定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以下同じ。)の看護職員(看護師又は准看護師を

いう。以下同じ。)1人及び介護職員 2人が、指定訪問入浴介護(指定居宅サービス基準第

44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。)を行った場合に算定する。 

2 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがない

と認められる場合に、その主治の医師の意見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所

の介護職員 3人が指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の 100分の 95に相当す

る単位数を算定する。 

3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希

望により清しき又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所

定単位数の 100分の 90に相当する単位数を算定する。 

4 指定訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建

物若しくは指定訪問入浴介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物

等」という。)に居住する利用者(指定訪問入浴介護事業所における 1月当たりの利用者

が同一敷地内建物等に 50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問



入浴介護事業所における 1月当たりの利用者が同一の建物に 20人以上居住する建物(同

一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問入浴介護を行った場合

は、1回につき所定単位数の 100分の 90に相当する単位数を算定し、指定訪問入浴介護

事業所における 1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に 50人以上居住する建物に居住

する利用者に対して、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の 100分

の 85に相当する単位数を算定する。 

5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従

業者(指定居宅サービス基準第 45条第 1項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下

同じ。)が指定訪問入浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算として、1回に

つき所定単位数の 100分の 15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

6 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準

に適合する指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った

場合は、1回につき所定単位数の 100分の 10に相当する単位数を所定単位数に加算す

る。 

7 指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に

居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第 53条第 5

号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問入浴介護を行った場合

は、1回につき所定単位数の 100分の 5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

8 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は

小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活

介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けてい

る間は、訪問入浴介護費は、算定しない。 

 

ロ 初回加算 200単位 

注 指定訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の

利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の指定訪問入浴介護を行った場

合は、1月につき所定単位数を加算する。 

 

ハ 認知症専門ケア加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指

定訪問入浴介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症

ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数

を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位 

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位 



ニ サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指

定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に

掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 44単位 

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36単位 

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位 

 

ホ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施してい

るものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定

訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和 6年 3月 31日まで

の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の 1000分の 58に

相当する単位数 

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の 1000分の 42に

相当する単位数 

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の 1000分の 23に

相当する単位数 

 

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指

定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の 1000分の

21に相当する単位数 

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の 1000分の

15に相当する単位数 


